
社会保険以外の社会連帯による次世代育成支援の例  
－ フランスの全国家族手当金庫による家族政策の展開 －  

○ フランスにおいては、次世代育成支援に関する施策を「全国家族手当金庫」を中心に運営。  

○ その特色としては、  
① 国・事業主・個人といった各主体の拠出により社会全体で費用を支えている  

②運営が、行政の一方的意思ではなく、運営機関（「全国家族手当金庫」及び各県の「家族手当金庫」）との  
合意に基礎を置く「契約」により定められている  

③運営機関（「全国家族手当金庫」及び各県の「家族手当金庫」）には、事業主■被保険者（個人）等の関係者  
代表を構成員とする「理事会」が置かれ、意思決定・執行を行っている  

点が挙げられる。  
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3．事業内容  
（1）法定給付   

○ 各県の「家族手当金庫」が法定給付を各家族に対し支給。（主なものは、乳幼児迎え入れ手当（休業中の所得保  

障・保育費用補助））   

（2）社会的事業   

○各県の「家族手当金庫」が自治体を通じ、各種保育施設の施設整備費、運営費に対する補助等を実施。  

了2   



フランスの全国家族手当金庫による家族政策の流れ  

各家族   

3  



「『子どもと家族を応援する日本』重点戦略」における  

次世代育成支援関連給付・サービスの体系的整理  

平成19年12月にとりまとめられた「『子どもと家族を応援する日本』重点戦略」においては、現行の次世代育成支援  

に関連する給付サービスについて、それぞれの給付・サービスが担っている機能に着目し、以下のように整理。  

支援の内容（典型的なもの）  

片働き家庭  共働き家庭  
親
の
就
労
と
子
ど
も
の
 
す
べ
て
の
子
育
て
家
庭
に
対
す
る
 
 

育
成
を
支
え
る
支
援
 
 

（雇用政策）育児休業（給付）、短時  

間勤務制度等  

（福祉政策）保育 放課後児童クラブ  

支
援
 
 

（
対
個
人
給
付
）
 
（
対
集
団
支
援
）
 
 

（現物給付）一時預かり（現金給付）出産t育児一時金 児童手当  

健診・全戸訪問  子育て支援拠点  放課後子ども教室  

（第5回基本戦略分科会（平成19年10月）資料より抜粋）  
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現状の主な次世代育成支援施策に関する費用負担と考え方  
制度区分・  

給付サービス名   
費用負担   現行の責用負担の考え方   

育児休業給付  ・雇用保険の保険事故（失業や失業に準ずる雇用継続が困難な  

状態）は、労働者及び事業主の双方の共同連帯により対処すべき  
事項であることから、労使折半により負担。  

・また、保険事故である失業が政府の経済・雇用政策とも無縁セは  

左く、その責任の一端を担うべきであることから、一部を国庫負担。  
（育児休業給付については、それに準じた取扱い）   

保育所   

G）厩］  
・児童福祉施設最低基準（※憲法第25条の「健康で文化的な最低限度の  

生活」を保障するものとして制定）を維持するための費用の裏付けをすること  

により、児童に対する公の責任を果たそうとするもの。  

・なお、公立保育所については、地方自治体が自らその責任に基づいて設  ㊨厩1′4、市1′。】  
畳していることにかんがみ、平成16年度から一般財源化。   

児童手当   ・我が国の将来を担う児童の健全育成の観点から、国が一定の負担。  
・地域住民の福祉増進にも密接につながるため、地五もー定の負担。  

・児童の健全育成・資質向上を通じて、将来の労働力確保につなが  l被用者（3歳未満）】l被用者（3歳以上）l     題。、【盛′3】  ることから、被用者に対する支給分について、量墓主もー定の負担。  

※ 上記の考え方を基本とした上で、平成12年・16年・18年の改正により支給対象とされた  

l公務員Il非被用者（自営等）l 悪去悪 ㊤  
分（3歳以上）については、所得税の人的控除の見直し等により財源が賄われた経緯から、  

事業主の負担を求めていない。   

【所属庁10／10】 【国・県・市各1／3】  

児童育成事業  ・地域住民の福祉に密接につながることにより、地主もー定の負担。  

⑯【事業主1′3、県1′3、市1′3】  （放課後児童クラブ・病児病後児  の労働力確保の観点から、裏芸主もー定の負担。   
保育・一時預かり・地域子育て  
支援拠点等）  

次世代育成支援対策交   ⑩【国1′2、市1′2】   対策推進法に基づく措置の推進の一環として、   

付金（延長保育・全戸訪問  旦の負担による補助を行うもの。   
事業・ファミリーサポートセン  

タ一事業等）  

す5   ※便宜上、都道府県は「県」と、市町村は「市」と表記  
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各制度の費用負担の現状①  
一事業主負担の考え方一  

○ 医療・年金一介護等の各制度の考え方を見ると、おおむね①給付が直接・間接に事業主の利益につながる  
こと、②事業主の社会的責任等の観点から、事業主負担を求めている。  

制鱒   野菜室負担聞個食の経緯   事業主角樽の考え方   

般用者は健康保険に加入することにより、疾病又は負傷  
の不安が解消され、安心して働くことが可能となり、その  

軌に寄与する感を射し、また、被用者  

敵将管錨  
制度発足時（昭和戌年）労使折宰  効果は円滑な彊豊沃    の腱陳保持ヤ速やかな傷病からの回復が野馳能率の増進等 

（負担都合i／2）   をもたらすこととなり 番墓室にも剃益が有るなどの考え方  

隠鍍保険  によるもの。その負担割合については、弥華‾主及び労働者  
が均等の負担を行うことにより、保険運営をト1】滑公，ドに打  

うことを唐閲した外国の立駄例の考え方を参考にしたこと  

等による辱   

制度発足時（昭和2年）労使折半   原則虜使折半と」ている鰍別こついでは政婚管領健康保  

〔負担割合1′／2）   険（政菅）と同じ。なお、雄株組合の自主的な運営や謳晃  
組合管掌  

以後定男なし。ただし、焼励で定め   i三による福利摩生の向上の観点から、規約に定める堀部こ  
随廉保険  るところにより、事業主の負担割合   甘調薬主の負担割合を増加することができることとL・てい  

を増加ほせることが可能竜   る¢   

被用者は厚生年金に加入することにより、老齢、庫膚等  
鰍療発足時（瀾和17年）労使折半  の不安を解消し、安心して働くことが可聴となり、その勤  

仁負担割合1毘）   黒ば円滑な車重括痍鋸こ寄与する面を右する ことから、事業  
悍・駁年金  

以後、変肇なt．ノ   革も被用者とともに保険料を共同して負担することとされ∴  

その負担割合についでは、それぞれ2分のlずっとされた  

ものである智   
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噸用保険の主たる軒莱である先発琴給付に軒㌻る削机こ  

・先発笹船付に係る保険料率  ついては、保険部放である炎塞が盟幾重及び弥塾生の双方  
果菜保険制度発足時（昭和22   の典閑適栴によって射処すべき秘境であるため、事業主と  

牢）労儲折半（負担割合1／2）  被保険者とが折半して負極をしている。  

以後、変更なし  また、附帯弥薬として行われている礎椚保険三事業に嬰  
屈用保険  

・雇用恥険÷軒附こ係る操険料率  
する費用については、屈用上の諸問題は、我が国の雇用皆  

屈用保険制度発足時川田知5n  
愈慣行や企業行動に展開するところが多く、かつ廟糾企濃  
の努力によっては解決が隣雑なもめであることから、琳某  

準）金鹿事業主負担   主の典陶連帯によって対処することにより事業主の社会的  

以後、変更なし   許任の・・一端を梨たすとの考え方から、啓革ものみの負松と  
している。   

制度発足時（昭和ヰ7年〉  

・般用割こ対する給付の7ノl（）  

・非被用者に対する給付は史観公費負担  

昭和博7年改正時  
児藍手当制度ほ将果における 労働力の維持、嘘鎚に．  

・被用音にづいて特例給付を創設  児敵軍彗  ユな藍且、事業主のな囁こ密接に結びつくものである  

負担割合ほ1町王0  ため、事業主にも応分の負杓を求めていると  

成12咋・平成玉6年改五時  

・3歳以上の児蛮に対する給付執こつき  

公費負担により凄給胞開を拡大  

制度創設により介護サ｝ビスの先業が図られ、備柄  
第2母親保険者（40歳以上65歳東端 昭医援保険加入者）柑介護保険料は 

、労  

蚊折半が原則。ただし、鍵康保険取合の  、老人医療から介護保険への移亨封こより老人  
保惜拠粗金の議韮圭負鹿が低減されることゝ，盆道号l祉  

介護保険  場合の保険料は、健康保険放第75粂で定  
めるとおり、健淡煤塵組合ごとに決める  

を有していることなどの考え方によるもの。  

ことが可能。  その負担割合については、第2骨被保険者の介護保険  
料は隊廣据陰に上乗せで徴収されており、阻瞭保険各  
法の規定に基づき算定きれることによる㊥   

【第11回「社会保障の在り方に関する懇談会」（平成17年7月26日）資料より抜粋】  
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各制度の費用負担の現状②  
一市町村に対する財政支援の状況－  

○ 市町村が主たる実施主体である各制度において、市町村の一般財源以外の財源（特定財源）による  
財政支援が行われている。  

制 度   市町村の一般財源以外の財源（特定財源）が占める割合  

保育所  私立＝・75％【市町村負担25％】 公立‥・0％【市町村負担100％】  

児童育成事業  66％【市町村負担33％、事業主負担33％、都道府県負担33％】  

次世代育成支援対策交付金事業  50％【市町村負担50％、国庫負担50％】   

100％【市町村負担0％、保険料50％、国庫負担43％、都道府県負担7％】  

国民健康保険  （※医療給付貴から前期高齢者交付金を除いた額に占める割合の概観。詳細にみると、保険財政安定のため、国・都道府  
県・市町村はさらに公費負担を行っている。）   

87．5％【市町村負担12．5％、保険料50％、国庫負担25％、都道府県負担12．5％】  

介護保険  
（※居宅給付費の場合。施設等給付真の場合は、国庫負担が20％、都道府県負担が17．5％）   

75％【市町村負担25％、国庫負担50％、都道府県負担25％】   

障害者自立支援法  
（障害福祉サービス費等）  
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次世代育成支援に関する利用者負担の現状  

（保育所の場合）  

○ 次世代育成支援に関する各サービスの利用者負担は、国の基準等を参考として、各市町村又は実施機関  
において定めるものとなっており、制度上、全国統一的に定まっているわけでない。  

○ 保育所について、国の基準等から推計した利用者負担額を見てみると、以下のとおり。  

【保育所】（1人当たり月額）  

年齢区分   責用総額   保護者負担額   公責負担額   利用者負担：公責負担   

0歳児   17．3万円   3．5万円   13．8万円   2：8   

1－2歳児   10．3万円   3．5万円   6．8万円   3：7   

3歳児   5万円   2．8万円   2．2万円   6：4   

4歳以上児   4．3万円   2．6万円   1．7万円   6：4   

【保育所】（総額）  

費用総親   保護者負担額   公責負担額   利用者負担：公費負担   

1兆7800億円   7600億円   1兆200億円   4：6   

※平成20年度保育所運営妻負担金予算（案）額を基に算出  
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